
働き方改革法案成立は、民主主義の危機　（弁護士　髙木　太郎）
働き方改革法案が６月２９日成立した。
働き方改革と言いながら、そこに含まれている高度プロフェッショナル制度を見る限り、如何に残業代を払わずに済ませるか、という観点
でしか作られていない。
法案に書かれているのは、年収１０７５万円程度に相当する収入のある人については、労働時間の規制（残業代・深夜労働を払えという部
分）を適用除外する、ということだけである。

それなのに、総理大臣も、厚労大臣も、あたかも、働く人が自由に働き、成果に応じて収入が得られる制度であるかのような説明を行い、
与党議員はこれに唯々諾々として矛盾も指摘しないし、大手マスコミもそこを厳しく指摘するに至っていない。
国会で、こんないい加減な議論しかされていない、つまり、民主主義社会、言論の自由がある社会であるにもかかわらず、国民にその点が
ろくに知らされないまま、多数の国民も積極的に知ろうとしないまま、法案が通ってしまっている、という点に、暗澹たる気持ちになる。
ある意味、民主主義の重大な危機なのだろう。

権利は勝ち取るために常に闘争しなければならないと、高校生の頃、習ったような気がするが、それを実践しないと、ナチスに蹂躙された
ドイツのように、軍部独走を許した過去の日本のようになるのではないだろうか。
特効薬はないのだろうが、急がば回れ、で、中学、高校の教育あたりから一歩一歩改善を積み重ねないといけないのかな、と思っているこ
の頃である。

弁護士　髙木　太郎
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生活保護基準引下げの影響　（弁護士　古城　英俊）

今年10月から、また生活保護費のうちの生活扶助費が引き下げられる予定です。
食費、光熱水道費、被服費などを賄う生活扶助費は、2013年8月、2014年4月、2015年4月と三段階で平均6.5％、最大
で10％引き下げられました。
もともと生活するのがやっとである基準がさらに引き下げられたため、この引下げは憲法25条に反するとして、全国29か所の裁判所
で1000人以上が原告となって違憲訴訟が係属していますが、まだどこの裁判所でも判決が出ていません。
前回の引下げが違憲・違法なものであるかどうかについての司法判断が出ていないにもかかわらず、再び引き下げられようとしています。
前回の引下げによって、食費をさらに削らなければならなくなり、1日2食にしたり、毎日同じ献立にせざるを得なかったり、交通費や交
際費が出せなくなり、友人と疎遠になってしまったりした人もいます。
今年、さらに引き下げられると、もう削るところはないのに、どうすればよいのか、と生活保護の利用者は不安を抱えています。

生活扶助費を含む生活保護基準が引き下げられると、生活保護を利用している人たちへの影響はもちろんのこと、生活保護基準は、住民税
の非課税基準、国民健康保険・介護保険などの各種社会保険制度の保険料や一部負担金の減免基準、就学援助など、国民生活の様々な施策
に関連し、最低賃金の指標にもなっていますので、生活保護を利用していない人たちにも多大な影響を及ぼします。
社会保障の切り下げをすすめる国の政策に反対します。
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弁護士　古城　英俊

 

 

 

12/18 反貧困埼玉学習会「入国管理法問題と外国人労働問
題の現在」　講師　指宿昭一弁護士
反貧困ネットワーク埼玉、定例講演会（参加無料、予約不要）のご案内です。
今、もっとも重要な問題の１つである外国人労働問題について、指宿昭一弁護士にお話いただきます。

日時：２０１８年１２月１８日（火）１８時３０分～２０時
場所：埼玉総合法律事務所３階会議室
講師：弁護士　指宿昭一さん
テーマ：入国管理法問題と外国人労働問題の現在
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お気軽にご参加ください。
学習会終了後は、反貧困ネットワーク埼玉の定例会に移行します。

大企業による租税回避防止のため「過大支払利子税制」の抜本的
強化を求める声明
公正な税制を求める市民連絡会が、タックス・ヘイブン対策に関連する下記の声明を公表しました。

大企業による租税回避防止のため「過大支払利子税制」の抜本的強化を求める声明

　現在、タックス・ヘイブン対策の重要な柱の一つである「過大支払利子税制」の強化が検討されているが、これに反対する政財界の動き
がある。
　「過大支払利子税制」とは、企業が、国外の関連企業等に対して過大な利子を支払って損金に算入し、それによって所得を圧縮して租税
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を回避することを防止するため、過大と認められる利子部分を損金不算入とする制度である。
　ＯＥＣＤは、２０１５年、１５の行動計画からなるＢＥＰＳプロジェクトを公表した。ＢＥＰＳ（税源浸食と利益移転）とは「税のルー
ルに含まれるギャップやミスマッチを利用することによって、低税率国や無税国に意図的に利益を移し、税を逃れる戦略」のことである。
現在、「ＢＥＰＳ包摂的枠組み（Inclusive framework on BEPS）」のもとで、途上国を含め100か国以上
の国が参加し、１５の行動計画に沿って国内法を改正する国際的な取組が進められており、日本も参加国の一つである。そして、「過大支
払利子税制」については、ＢＥＰＳプロジェクト４が、企業の支払利子の損金算入を調整所得の１０％～３０％に制限する、利子控除制限
制度の強化を勧告し、諸外国は対応を進めている。
　これを受けて、日本においても、「過大支払利子税制」の強化が検討されており、昨年の政府税制調査会においても、５０％を超える部
分のみ損金不算入とする現行制度を、ＢＥＰＳプロジェクトの勧告に足並みを合わせ、１０～３０％に制限することが提案されている。
　ところが、これに対し、日本経団連など経済界は、一斉に「金融市場に影響する」などとして慎重な対応を求め、金融庁や経済産業省も、
反対の姿勢を示している。
　しかし、利子支払いの形でタックス・ヘイブンを利用できる大企業の税逃れは見逃し、市民に対しては消費税率の引き上げ等によって課
税を強化するというあり方は、不公正であり、税制への信頼を一層失わせ、市民の租税負担への抵抗を強めるばかりである。税収の流失を
止め安定した社会保障財源を確保するため、実効的なタックス・ヘイブン対策が必要不可欠である。また、これまで、ＢＥＰＳプロジェク
トの推進に主導的役割を果たしてきた日本は、国内において、自ら率先して勧告の内容を実現していくべきである。
　当連絡会は、企業の支払利子の損金算入限度について、ＢＥＰＳプロジェクトの勧告に沿って１０～３０％に制限する改正を速やかに行
うとともに、企業による租税回避の実態調査を進め、その結果を踏まえて１０％以下にまで制限する必要性も検討するなど、「過大支払利
子税制」を抜本的に強化することを求めるものである。

２０１８年（平成３０年）１２月１１日
公正な税制を求める市民連絡会
代　表　　宇都宮　健　児
同　　　　山　根　香　織
同　　　　菅　井　義　夫
同　　　　雨　宮　処　凛

ＰＤＦは→　こちら

広告から世の中を覗き見る
 

最近、電車通勤となり、電車の広告を毎日見るようになりました。
ただの広告も視点を変えれば、今の社会の様子が見えるようで興味深いです。
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効率的に休む方法に関する内容と思われる本の広告があり、「今、すごい売れてます」なんて言葉が入ってると、「社会にはゆっくり休む
時間がとれないほど忙しくて疲れている人がたくさんいるのかぁ」とか、転職に関する企業の広告が増えたのは、「労働力不足で今は転職
する人が多いのかなぁ」なんて思ったりします。

そんな中ひとつの広告が気になりました。
それは、

女性は、単純に楽しそうとか稼げそうとかで転職先を選べず、結婚出産後も復職できるかなどたくさんのポイントを見極めなければならな
い、だから転職サイトも見極めなければならない

という転職サイトの広告でした。

この広告は、女性の社会進出が進みつつも、女性が男性と同じように働けるようにはなっていない社会をよく表していてとても印象に残り
ました。
もっと女性が働きやすい社会になり、このような広告がなくなる日が来てほしいものです。

弁護士　鈴木　満
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自衛隊を憲法に書き込む本当の意味 （弁護士　伊須　慎一郎）
１　自衛隊を憲法に書き込むという憲法「改正」議論がなされています。災害救助活動等で頑張っている自衛隊が違憲であるというのは自
衛隊員やその家族に失礼ではないか等と説明されています。では、自衛隊を憲法に書き込むだけで何も変わらないという安倍晋三氏の説明
は信用できるのでしょうか？

２　政治家の嘘を見極めるためには、この間、政府や自民党が何をして、これから何をしようとしているのか、きちんと確認する必要があ
ると思います。

（１）政府は、２０１４年７月１日、集団的自衛権の行使を容認する閣議決定を行い、憲法９条の政府解釈（専守防衛）を空洞化させ、国
会で集団的自衛権の行使等、憲法９条違反の安保法制を制定しました。これによって、日本から遠く離れた中東等で自衛隊が米軍に組み込
まれて戦争を行うことが可能になりました。

（２）このように、政府が、憲法を無視して政府解釈（専守防衛）を空洞化させたことにより、必要最小限度の自衛の措置という縛りは、
無きに等しいものとなりました。そのため、従前の政府解釈で否定されていた敵基地攻撃能力を備えた巡航ミサイルの保有や護衛艦いずも
の空母化等の自衛隊の戦力強化を推し進めようとしています。

（３）さらには、政府・自民党等は、自衛隊員に失礼である等という理由で、軍隊（災害救助活動ではない）である自衛隊を憲法に明記し、
その存在を公認する憲法「改正」をもくろんでいます。

３　しかし、軍隊である自衛隊が憲法に明記されると、私たちの暮らしは、様々な場面で人権を制限されることになります。憲法学者等の
専門家が指摘している問題点をいくつか列挙してみます。

（１）戦力増強による際限のない軍事費増大のおそれがあります。現に自民党政務調査会では、ＮＡＴＯを参考に防衛費の対ＧＤＰ比２パー
セント（現在の５兆円規模から１０兆円規模に拡大）の達成を掲げています。

（２）軍事費増大によって、年金や生活保護の切り下げ、教育費や医療費の高騰等、私たちの生活はますます苦しくなります。

（３）爆音を撒き散らしている航空自衛隊機の飛行差止め訴訟も、自衛隊を憲法で公認すれば、国防という理由で、ますます難しくなるで
しょう。

（４）自衛官やその家族は、自衛隊が合憲になれば喜ぶのでしょうか。現在の自衛隊員の命令違反に対する刑罰は懲役７年が上限ですが、
今後は危険な任務に対する命令に違反した場合、刑罰が死刑や無期懲役にまで厳罰化されるおそれもあります。現に２０１３年４月、当時
の自民党の幹事長であった石破茂氏が厳罰化を示唆する発言をしています。

（５）その他にも、罰則付きの軍事的徴用制度の合憲化、国民の知る権利を侵害する政府にとって不都合な真実の隠ぺい（イラクや南スー
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ダンの日報隠しが現に発生しています）、国防を理由とした強制的土地収用や新基地建設への抗議の抑圧、軍学共同体の促進による大学の
自治や学問の自由への政治介入、憲法９条に抵触する自衛隊の活動に対する反対の意見表明や集会への妨害等、物も言えない息苦しい社会
に変わってしまうことが危惧されます。

４　このように、集団的自衛権を公認する自衛隊の憲法明記は、日本の政治が軍隊優先の政治に抜本的に転換し、全ての基本的人権の支え
となっている平和的生存権を無効化することにつながります。その結果、自衛隊員を含めたすべての国民の人権を著しく侵害することにな
るおそれがあります。

このような理由で、私は軍隊である自衛隊を憲法に書き込むことを全面的に反対します。

弁護士　伊須　慎一郎

日本国憲法が想定する民主主義とは（弁護士　牧野　丘）
安倍内閣は「実行実現内閣」なのだそうです。これまでの政権がなし得なかった政策を果敢に実行に移すということのようです。確かに過
去の政権ができなかった諸政策を次から次へと実行に移しました。
たとえば・・・定義があいまいな「秘密」を刑罰をもって保護する「秘密保護法」。これまでの憲法解釈を変えて外国が行う戦争に日本も
荷担することに道を開く「安保法」、犯罪の実行に着手しなくても内心で計画しただけで犯罪とされてしまう「共謀罪」、残業代を払わず
に働かせる事に道を開く「高度プロフェッショナル制度」、そしてつい先日成立した「カジノ法」。
さらに２０２０年は新しい憲法施行の年にしたい、などと言っています。
ですが、忘れてならないのはこれらが国会で成立した時の世論調査では、いずれも「今国会での成立については賛成しない」という意見が
多数派だったということです。
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日本国憲法には不思議な条文があります。「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」（４３条）。国会議員は選挙
で思想信条を含めた政策のの違いをアピールし、その支持者の投票によって当選します。ですから国会議員が意見の異なる人も含めた「全
国民」の代表だというのは少々ピンと来ません。
この意味をめぐっては法学の世界で深遠な議論があるのですが、要するに我が国の国会議員は投票してくれた人だけの事ではなく、自分と
は意見が異なる他の人のことにも配慮した行動をすることが義務づけられている趣旨と理解されています。
少々情緒的な表現をすると、自分の意見と異なる人がいることを念頭に、たとえそれが少数派の意見であっても虚心坦懐に耳を傾けなけれ
ばならない、ということです。
日本国憲法のもとでは、多数派が政権を担うことになっているので、その気になれば国会で論戦することなくどんどん議決をしてしまって
も多数決ですから民主主義に反しないように見えます。しかし、それは日本国憲法が想定する民主主義ではないのです。

政権が「実行力」を誇るのであれば、国会議員による多数決の前に世論を変えてみせる説得力でなくてはなりません。そういう真の「実行
力」は皆無に等しくありませんか？。
説得ができないのなら出直す謙虚さが、日本国憲法では求められています。

弁護士　牧野丘
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【最高裁上告不受理】暴利行為を認定し不動産売買の無効を認め
た東京高裁２０１８年３月１５日判決が確定
２０１８年３月に、下記ページに掲載いたしました東京高裁２０１８年３月１５日判決（暴利行為を認定し、不動産買受人の明渡請求した
判決）については、相手方が上告しておりましたが、
最高裁判所第三小法廷は、平成３０年１１月２７日、上告不受理決定をし、東京高裁判決が維持され、勝訴判決が確定しました。

▶東京高裁２０１８年３月１５日判決について
（弁護士　谷川生子、月岡　朗、猪股　正）

１２月９日「奨学金の保証人ホットライン」のお知らせ
 

独立行政法人日本学生支援機構の学資金貸与制度では、個人保証の場合、連帯保証人と保証人の２名が必要とされ、連帯保証人には全額の
支払義務があるのに対し、保証人には、法律上、頭数で割った金額つまり２分の１の支払義務しかありません。

しかし、機構は、学資金の借主の保証人に対し、組織的に全額請求を続けていたことが、報道等により明らかになりました。
これを受けて、当会議では、下記の要領で「奨学金の保証人ホットライン」を実施します。

今回のホットラインでは、他に連帯保証人がいるのに、全額請求された、全額を支払う約束をさせられた、全額支払ってしまった、半分を
超えて支払った分を返してほしいなど、保証人からの相談を中心に、弁護士・司法書士が相談に応じます。
また、ご自身が奨学金を借りている方、連帯保証人になっている方などからの相談にも対応します。

奨学金の返済等でお困りの方など、お一人で悩まずに、気軽にご相談下さい。
また、一人でも多くの方が相談できますよう、関係各位には、拡散にご協力をいただきますよう、お願い致します。

【奨学金の保証人ホットライン】
○　ホットライン電話番号　０３－５８００－５７１１
○　日時　２０１８年１２月９日（日）１０：００～１７：００
○　主催　奨学金問題対策全国会議

＊問い合わせ先　０３(５８０２)７０１５（東京市民法律事務所内）
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奨学金問題対策全国会議事務局長　弁護士　岩重佳治
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ちらしはこちら⇒１２月９日「奨学金の保証人ホットライン」

SOGO MUSIC FESTA 1st（埼玉総合音楽祭）
１１月１９日午後６時半から、事務所の近所にある柏屋楽器フォーラムのホールをお借りして、所員による「音楽祭」（！）が開催されま
した。

出演者は、所員（およびそのお子さん）と事務所にゆかりの深い皆さん。事務所の大先輩の城口順二弁護士にも参加していただきました。
総勢２０名、１１演目２０曲に及びました。ピアノ、トロンボーン、ギター、ハーモニカ、リコーダー、歌にダンス。私はアルトサックス
で参加しました。

日頃の隠された腕前を・・・というには仕事の忙しさからか、少々練習不足は否めないところでしたが、小学生以来楽器に触ったこともな
い、という者もリコーダーアンサンブルで難曲に挑んだりしましたし、大いに盛り上がりました。最後は、当事務所の社歌とも言える「見
上げてごらん夜の星を」を肩組んで大合唱！
音楽の力は、侮れません。というかものすごい。所員の団結と活力を引き出すには十分な役割を果たしたようです。。本当に楽しい２時間
余でした。

次回はさらに質量共にグレードアップして開催したいと思います。

ちなみに余興ばかりに勤しんでいるわけではありません。私は、この１０月１日から、日本司法支援センター埼玉地方事務所（略称法テラ
ス埼玉）の所長に就任しました。

弁護士　牧野　丘
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